
 

第８８回香川県新型コロナウイルス対策本部会議 

次   第 
 

日 時：令和３年１２月１０日（金）１５時３０分～ 

場 所：県庁１２階 大会議室 

 

議題 

 

１．新型コロナウイルス感染症に対する香川県対処方針の改正について 

 

 

２．ワクチン・検査パッケージ制度の運用について 

 

 

３．新たな変異株（オミクロン株）への対応について 

 

 

４．帰省者向けＰＣＲ検査の実施について 

 

 

５．介護施設等・障害者支援施設等従事者への一斉検査について 
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新型コロナウイルス感染症に対する香川県対処方針の改正について 

 

令和３年１２月１０日 

 

１．改正の考え方について 

（１）国による新たなレベル分類の考え方 

・医療ひっ迫の状況により重点を置いたもの（４ステージ→５レベル） 

・各レベルで必要な対策を機動的に講じるタイミングは、各都道府県がこれまで

に用いてきた様々な指標や予測ツールを用いて総合的に判断 

（２）香川県対処方針の対策期の段階 

・国のレベル分類に合わせ、これまでの６段階から５段階に見直し 

（３）対策期移行の指標 

・国のレベル分類の考え方を踏まえ、感染の状況を引き続き注視しつつ、医療ひ

っ迫の状況により重点を置いたものとし、今夏の感染拡大時の各指標の推移を

参考に見直し 

（４）対策期の対応方針 

・国の基本的対処方針における都道府県の役割を踏まえて整理 

・「ワクチン・検査パッケージ制度」の要素を追加 

 

２．対策期移行の判断基準となる指標の見直しについて 

・医療ひっ迫の状況に、より重点を置いたものとする方針を踏まえ、今夏の感染

拡大時の各指標などを参考に、これまでの６指標（８項目）から４指標（４項

目）に変更 

 現行の指標 改正案 

感染 

状況 

①直近１週間の累積新規感染者数 

（人口１０万人当たり） 
現行どおり 

②感染経路不明者数の割合 参考値 

③直近１週間と先週１週間の比較 参考値 

医療 

提供 

体制 

④医療のひっ迫具合（確保病床使用率） 現行どおり 

    〃    （入院率） 参考値 

〃    （重症者用病床使用率） 現行どおり 

⑤療養者数 

（人口１０万人当たり） 
現行どおり 

監視 

体制 
⑥直近１週間のＰＣＲ陽性率 参考値 

 

 

資料１－１ 
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３．対策期及び移行基準について 

国のレベル分類 県の対策期 

レベル０ 感染者ゼロレベル 感染予防対策期 

レベル１ 維持すべきレベル 感染警戒対策期 

レベル２ 警戒を強化すべきレベル 感染拡大防止対策期 

レベル３ 対策を強化すべきレベル 緊急事態対策期 

レベル４ 避けたいレベル 非常事態対策期 

 

（１）各対策期の概要等について 

① 感染予防対策期 

・国のレベル０相当で、新規感染者数ゼロを維持できている状況 

・現行の「感染予防対策期」に相当 

② 感染警戒対策期 

・国のレベル１相当で、安定的に一般医療が確保され、新型コロナウイルス感染

症に対し医療が対応できている状況 

・現行の「準感染警戒期」～「感染拡大防止対策期」に相当し、即応病床や保健

所の体制について問題なく維持できる状況 

「感染予防対策期」から「感染警戒対策期」への移行の判断基準  

・新規感染者が１週間当たり５人程度以上出始め、県民に注意喚起の呼びかけ

を行う必要がある場合 

③ 感染拡大防止対策期 

・国のレベル２相当で、新規感染者数の増加傾向が見られ、一般医療及び新型コ

ロナウイルス感染症への医療の負荷が生じはじめているが、段階的に対応する

病床数を増やすことで、医療が必要な人への適切な対応ができている状況 

・現行の「感染拡大防止集中対策期」に相当し、飲食店への時短要請などの対策

を検討する状況（感染拡大傾向が継続する場合は、まん延防止等重点措置の要

請も視野） 

「感染警戒対策期」から「感染拡大防止対策期」への移行の判断基準  

・確保病床使用率 ２０％以上 

・確保重症病床使用率 ２０％以上 

・療養者数 １９０人程度以上 

（人口１０万人当たり：２０人以上） 

・１週間当たりの累積新規感染者数 １４３人程度以上 

（人口１０万人当たり：１５人以上） 
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④ 緊急事態対策期 

・国のレベル３相当で、一般医療を相当程度制限しなければ、新型コロナウイル

ス感染症への医療の対応ができず、医療が必要な人への適切な対応ができなく

なると判断される状況 

・現行の「緊急事態対策期」に相当し、まん延防止等重点措置の適用を受けてい

る状況（さらに感染拡大傾向が継続する場合は、緊急事態宣言の要請も視野） 

「感染拡大防止対策期」から「緊急事態対策期」への移行の判断基準  

・確保病床使用率 ５０％以上 

・確保重症病床使用率 ５０％以上 

・療養者数 ３８０人程度以上 

（人口１０万人当たり：４０人以上） 

・１週間当たりの累積新規感染者数 ２８５人程度以上 

（人口１０万人当たり：３０人以上） 

・予測ツールにより、３週間後に必要とされる病床数が確保病床数に到達する

と推計される場合（参考） 

⑤ 非常事態対策期 

・国のレベル４相当で、一般医療を大きく制限しても、新型コロナウイルス感染

症への医療の対応ができていない状況 

・現行の対策期に該当するものはなく、更なる一般医療の制限が求められる状況

で、さらに国による災害医療的な対応が必要な状況 

⇒ 状況を見て総合的に判断 

「感染拡大防止対策期」から「非常事態対策期」への移行の判断基準  

・確保病床数を超えた数の入院が必要となるなど、医療提供体制が危機的状況

となった場合 

 

（２）感染の下降局面における各対策期の移行の考え方について 

・国の新たなレベル分類の強化された対策の解除の考え方を参考にし、感染状況

や医療ひっ迫の状況が２週間ほど継続して安定的に下降傾向にある場合、各対

策期の指標を踏まえて総合的に判断 

 

４．資料 

・資料１－２ 移行基準の比較表 

・資料１－３ 新型コロナウイルス感染症に対する香川県対処方針（改正後） 

・資料１－４ 新型コロナウイルス感染症に対する香川県対処方針（現行） 



 

新型コロナウイルス感染症に対する香川県対処方針 移行基準比較表 
 

＜現行＞ 

 
(1)感染予防 

対策期 
(2)準感染 

警戒期 (3)感染警戒期 (4)感染拡大防 
止対策期 (5)感染拡大防止集中対策期 (6)緊急事態対策期 

県内の感染状況 
感染者が確認されて

いないか、抑制でき

ている状態 

一定数の感染者が確

認されている状態 

一定の感染者が確認

されており、感染者

が拡大する恐れがあ

る状態 

感染者が拡大してい

る状態 
感染者が急増している状態 

爆発的な感染の拡大が続いている状

態（国の緊急事態宣言の対象区域に指

定されることを想定） 

移 
行 
基 
準 

感染 

の 

状況 

①直近１週間の累積新規感染者数 

（直近１週間の人口 10万人当たりの累積新規感染者数） 
－ 

５人程度以上 

（０．５人以上） 

２４人程度以上 

（２．５人以上） 

４８人程度以上 

（５人以上） 

９６人程度以上 

（１０人以上） 

２３９人程度以上 

（２５人以上） 

②感染経路不明者数の割合 － ５０％以上 ５０％以上 ５０％以上 ５０％以上 ５０％以上 

③直近１週間と先週１週間の比較 － － － － 直近１週間が先週１週間より多い 
直近１週間が先週１週間 

より多い 

医療 

提供 

体制 

等の 

負荷 

④医療のひっ迫具合（入院医療） － － － － 

確保病床の使用率 

２０％以上 

確保病床の使用率 

５０％以上 

入院率４０％以下 入院率２５％以下 

〃      （重症者用病床） － － － － 
確保病床の使用率 

２０％以上 

確保病床の使用率 

５０％以上 

⑤療養者数 

（人口 10万人当たりの全療養者数※） 

※入院者、自宅・宿泊療養者等を合わせた数 

－ － － － 
１４３人程度以上 

（１５人以上） 

２８７人程度以上 

（３０人以上） 

監視 

体制 
⑥直近１週間のＰＣＲ陽性率 － － － － ５％以上 １０％以上 

解除の判断基準 － 
解除にあたっては、新しい対策期に入ってから、一定期間（少なくとも２週間）経過後、新規感染者が減少傾向になっている状態で、①～⑥の指標等

を踏まえ総合的に判断 

○各対策期への移行に当たっては、医療提供体制、監視体制（検査・相談等の件数）、クラスター発生状況、他都道府県の発生状況に加え、国において示す早期探知のための指標などを総合的に判断。また、警戒を強める際は、感染の

傾向、濃厚接触者の状況、感染地域の状況等を踏まえ、移行基準より早めの移行も検討 

○県独自の「感染警戒宣言」、「緊急事態宣言」は、感染状況等に応じて適時に発出を検討 

○国から特措法に基づく新たな考え方が示された場合には改訂を検討 

 

 

 

 

＜改正後＞ 

 
(1)感染予防 

 対策期 (2)感染警戒対策期 (3)感染拡大防止対策期 (4)緊急事態対策期 (5)非常事態対策期 

国の新たなレベル分類 
レベル０ 

感染者ゼロレベル 

レベル１ 

維持すべきレベル 

レベル２ 

警戒を強化すべきレベル 

レベル３ 

対策を強化すべきレベル 

レベル４ 

避けたいレベル 

県内の感染状況 
新規感染者数ゼロを

維持できている状況 

安定的に一般医療が確保され、新型コロナウイルス感染症に対し医療

が対応できている状況 

新規感染者数の増加傾向が見られ、一

般医療及び新型コロナウイルス感染

症への医療の負荷が生じはじめてい

るが、段階的に対応する病床数を増や

すことで、医療が必要な人への適切な

対応ができている状況 

一般医療を相当程度制限しなければ、

新型コロナウイルス感染症への医療

の対応ができず、医療が必要な人への

適切な対応ができなくなると判断さ

れる状況 

一般医療を大きく制限しても、新型コ

ロナウイルス感染症への医療の対応

ができていない状況 

移
行
基
準 

医療 

提供 

体制 

①確保病床使用率 － － ２０％以上 ５０％以上 

状況を見て総合的に判断 

②重症確保病床使用率 － － ２０％以上 ５０％以上 

③療養者数 ※ 

（人口１０万人当たり） 

※入院者、自宅・宿泊療養者等を合わせた数 

－ － 
１９０人程度以上 

（２０人以上） 

３８０人程度以上 

（４０人以上） 

感染 

状況 

④直近１週間の累積新規感染者数 

 （人口１０万人当たり） 
－ 

５人程度以上 

（０．５人以上） 

１４３人程度以上 

（１５人以上） 

２８５人程度以上 

（３０人以上） 

○感染の拡大傾向における各対策期の移行にあたっては、医療提供体制、感染状況の①～④の指標等を踏まえ、「予測ツール」を参考にして、総合的に判断。また、移行基準より早めの移行も検討 

○感染の下降局面における各対策期の移行にあたっては、医療提供体制、感染状況が２週間ほど継続して安定的に下降傾向にある場合、①～④の指標等を踏まえ総合的に判断 

 

 

資料１－２ 



新型コロナウイルス感染症に対する香川県対処方針 

 

 (1)感染予防対策期 (2)感染警戒対策期 (3)感染拡大防止対策期 (4)緊急事態対策期 (5)非常事態対策期 

国の新たなレベル分類 
レベル０ 

感染者ゼロレベル 
レベル１ 

維持すべきレベル 
レベル２ 

警戒を強化すべきレベル 
レベル３ 

対策を強化すべきレベル 
レベル４ 

避けたいレベル 

県内の感染状況 新規感染者数ゼロを維持できている状況 
安定的に一般医療が確保され、新型コロ
ナウイルス感染症に対し医療が対応でき
ている状況 

新規感染者数の増加傾向が見られ、一般医療
及び新型コロナウイルス感染症への医療の負
荷が生じはじめているが、段階的に対応する
病床数を増やすことで、医療が必要な人への
適切な対応ができている状況 

一般医療を相当程度制限しなければ、新
型コロナウイルス感染症への医療の対応
ができず、医療が必要な人への適切な対
応ができなくなると判断される状況 

一般医療を大きく制限しても、新型コロ
ナウイルス感染症への医療の対応ができ
ていない状況 

移
行
基
準 

医療 
提供 
体制 

①確保病床使用率 － － ２０％以上 ５０％以上 

状況を見て総合的に判断 

②重症確保病床使用率 － － ２０％以上 ５０％以上 

③療養者数 ※ 
（人口１０万人当たり） 
※入院者、自宅・宿泊療養者等を合わせた数 

－ － 
１９０人程度以上 
（２０人以上） 

３８０人程度以上 
（４０人以上） 

感染 
状況 

④直近１週間の累積新規感染者数 
 （人口１０万人当たり） 

－ 
５人程度以上 

（０．５人以上） 
１４３人程度以上 
（１５人以上） 

２８５人程度以上 
（３０人以上） 

○感染の拡大傾向における各対策期の移行にあたっては、医療提供体制、感染状況の①～④の指標等を踏まえ、「予測ツール」を参考にして、総合的に判断。また、移行基準より早めの移行も検討 
○感染の下降局面における各対策期の移行にあたっては、医療提供体制、感染状況が２週間ほど継続して安定的に下降傾向にある場合、①～④の指標等を踏まえ総合的に判断 

対 
応 
方 
針 

共通事項 「三つの密」の回避や「人と人の距離の確保」、「マスクの着用」など基本的な感染防止策の徹底、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）のインストール・積極的活用 

県民への要請等 【法に基づかない協力依頼又は法 24⑨による要請】 
①帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は「三つの密」の回避等、基本的な感染防止
策を徹底 

②緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域への不要不急の移動は、極力控え
る（ワクチン・検査パッケージ制度（ＶＴＰ）の適用者を除く） 

③外出する場合は、適切な感染防止策を徹底して行動 
④発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控える 
⑤業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用 

【法 24⑨による要請】 
・(1)(2)の対策の徹底 
 
「まん延防止等重点措置区域」となった場合 
【法 24⑨又は法 31の６②による要請】 
・(1)(2)③④⑤の対策の徹底に加え、混雑し
た場所や感染リスクが高い場所への外出・
移動の自粛の要請を検討 

・不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事
態措置区域との往来は極力控えるよう要請
することを検討（ＶＴＰの適用者を除く） 

・時短要請した時間以降、飲食店にみだりに
出入りしないよう要請することを検討 

「まん延防止等重点措置区域」となった場合 
・(3)「まん延防止等重点措置区域」となった場合の対策と同様 
 
「緊急事態措置区域」となった場合 
【法 24⑨又は法 45①による要請】 
・(1)(2)③④⑤対策の徹底に加え、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・
移動の自粛の要請を検討 

・不要不急の帰省や旅行等都道府県間の移動は極力控えるよう要請することを検討
（ＶＴＰの適用者を除く） 

・路上・公園における集団での飲酒等、感染リスクが高い行動の自粛の要請を検討 
・感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請・時短要請に応じていない飲食店
等の利用を厳に控えるよう要請することを検討 

事業者への要請等 【法に基づかない協力依頼又は法 24⑨による要請】 
・業種別ガイドラインの遵守 
・飲食店における「かがわ安心飲食店認証制度」の認証を取得 
・在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組みの推
進を働きかけ 

【法 24⑨による要請】 
・(1)(2)の対策の徹底 
・感染拡大の傾向が見られる場合、飲食店に
対する時短要請を検討 

 
「まん延防止等重点措置区域」となった場合 
【法 24⑨又は法 31の６①等による要請】 
・(1)(2)の対策の強力な推進に加え、在宅勤
務（テレワーク）の活用や休暇取得の促進
等により出勤者数削減の取組みの推進の働
きかけを検討 

・「まん延防止等重点措置」として、飲食店
に対する時短要請を検討 

「まん延防止等重点措置区域」となった場合 
・(3)「まん延防止等重点措置区域」となった場合の対策と同様 
 
「緊急事態措置区域」となった場合 
【法 24⑨又は法 45②等による要請】 
・(1)(2)の対策の強力な推進に加え、出勤者数の削減目標を定め、在宅勤務（テレワ
ーク）の活用や休暇取得の促進等の取組みの推進の働きかけを検討 

・「緊急事態措置」として、飲食店に対する時短要請等を検討 

イベント等の開催 【法に基づかない協力依頼又は法 24⑨による要請】 
・国の基本的対処方針やイベント開催に係る留意事項等を踏まえて設定する、規模要
件等に沿って開催 

・業種別ガイドライン等に基づく必要な感染防止策の実践 
 

【法 24⑨による要請】 
・(1)(2)の対策の徹底 
 
「まん延防止等重点措置区域」となった場合 
【法 24⑨又は法 31の６①による要請】 
・(1)(2)の対策の徹底に加え、「まん延防止等
重点措置」として、国の方針等を踏まえて
設定する規模要件等に沿った開催の要請を
検討 

「まん延防止等重点措置区域」となった場合 
・(3)「まん延防止等重点措置区域」となった場合の対策と同様 
 
「緊急事態措置区域」となった場合 
【法 24⑨又は法 45②による要請】 
・(1)(2)の対策の徹底に加え、「緊急事態措置」として、国の方針等を踏まえて設定す
る規模要件等に沿った開催の要請を検討 

県有施設等における対応 ・適切な感染防止策を講じた上で開館 ・(1)(2)の対策の徹底 
 
「まん延防止等重点措置区域」となった場合 
・(1)(2)の対策の徹底に加え、「まん延防止等
重点措置」として時短や休館等を検討 

「まん延防止等重点措置区域」となった場合 
・(3)「まん延防止等重点措置区域」となった場合の対策と同様 
 
「緊急事態措置区域」となった場合 
・(1)(2)の対策の徹底に加え、「緊急事態措置」として時短や休館等を検討 

○各対策期における措置の実施の要否にあたっては、医療提供体制、感染状況等を総合的に判断。また、対策期ごとに上記以外の対策を講じることも想定 
○他の都道府県において国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発出された場合は、基本的対処方針や対象区域における対策等を踏まえ、本県の対応を検討 

 

令和２年 ５月１５日 
令和２年 ８月２１日改正  令和３年 ４月１９日改正 
令和２年１２月 ８日改正  令和３年 ５月 ８日改正 
令和３年 １月 ８日改正  令和３年 ７月 ９日改正 
令和３年 ３月３１日改正  令和３年１１月２４日改正 
令和３年 ４月 ３日改正  令和３年１２月１０日改正 

資料１－３ 改正後 



新型コロナウイルス感染症に対する香川県対処方針 
 
 

 

 (1)感染予防対策期 (2)準感染警戒期 (3)感染警戒期 (4)感染拡大防止対策期 (5)感染拡大防止集中対策期 (6)緊急事態対策期 

県内の感染状況 
感染者が確認されていないか、

抑制できている状態 

一定数の感染者が確認されて

いる状態 

一定の感染者が確認されており、

感染者が拡大する恐れがある状態 
感染者が拡大している状態 感染者が急増している状態 

爆発的な感染の拡大が続いている状態 

（国の緊急事態宣言の対象区域に指定

されることを想定） 

移 
 
行 
 
基 
 
準 

感染 
の 
状況 

①直近１週間の累積新規感染者数 

（直近１週間の人口 10万人当たりの累積新規感染者数） 
－ 

５人程度以上 

（０．５人以上） 

２４人程度以上 

（２．５人以上） 

４８人程度以上 

（５人以上） 

９６人程度以上 

（１０人以上） 

２３９人程度以上 

（２５人以上） 

②感染経路不明者数の割合 － ５０％以上 ５０％以上 ５０％以上 ５０％以上 ５０％以上 

③直近１週間と先週１週間の比較 － － － － 直近１週間が先週１週間より多い 直近１週間が先週１週間より多い 

医療 
提供 
体制 
等の 
負荷 

④医療のひっ迫具合（入院医療） － － － － 
確保病床の使用率２０％以上 確保病床の使用率５０％以上 

入院率４０％以下 入院率２５％以下 

〃      （重症者用病床） － － － － 確保病床の使用率２０％以上 確保病床の使用率５０％以上 

⑤療養者数 

（人口 10万人当たりの全療養者数※） 

※入院者、自宅・宿泊療養者等を合わせた数 

－ － － － 
１４３人程度以上 

（１５人以上） 

２８７人程度以上 

（３０人以上） 

監視 
体制 ⑥直近１週間のＰＣＲ陽性率 － － － － ５％以上 １０％以上 

解除の判断基準 － 解除にあたっては、新しい対策期に入ってから、一定期間（少なくとも２週間）経過後、新規感染者が減少傾向になっている状態で、①～⑥の指標等を踏まえ総合的に判断 

○各対策期への移行に当たっては、医療提供体制、監視体制（検査・相談等の件数）、クラスター発生状況、他都道府県の発生状況に加え、国において示す早期探知のための指標などを総合的に判断。また、警戒を強める際は、感染の傾向、濃厚接触者の状況、感染地域の状況

等を踏まえ、移行基準より早めの移行も検討 

○県独自の「感染警戒宣言」、「緊急事態宣言」は、感染状況等に応じて適時に発出を検討 

○国から特措法に基づく新たな考え方が示された場合には改訂を検討 

対 
 
 
応 
 
 
方 
 
 
針 

共通事項（※１ ※２） ３密の回避やマスクの着用など「新しい生活様式」の実践、「接触確認アプリ（COCOA）」のインストール・積極的活用 

県民への要請等 【法に基づかない協力依頼】 

・帰省や旅行等、都道府県をまた

ぐ移動は「三つの密」の回避等、

基本的な感染防止策を徹底 

・外出する場合は、適切な感染防

止策を徹底して行動 

・発熱等の症状がある場合は、帰

省や旅行を控える 

・業種別ガイドライン等を遵守し

ている施設等を利用 

  【法 24⑨による要請】 

・（1）の対策の徹底に加え、国のス

テージⅢに相当する感染拡大地

域への不要不急の移動について

は、特に慎重に検討 

【法 24⑨による要請】 

・（1）②③の対策の徹底に加え、 

・不要不急の外出・移動は、県内外

を問わず慎重に検討。国のステ

ージⅢに相当する感染拡大地域

への不要不急の移動について

は、特に慎重に検討 

【法 24⑨又は法 31の６②による要請】 
・(4)の対策に加え、 
・他都道府県の感染状況等も踏まえ、

県外への移動自粛の要請を検討 
・「まん延防止等重点措置区域」と

なった場合には、「まん延防止等
重点措置」として、時短要請し
た時間以降、飲食店に出入りし
ないよう要請することを検討 

【法 24⑨、法 31の６②又は法 45①による要請】 

・県内での外出自粛の要請を検討 
・県外への移動自粛の要請を検討 
・「緊急事態宣言対象区域」等となっ
た場合には、「緊急事態措置」等と
して、日中も含めた不要不急の外
出・移動の自粛（特に夜間の自粛
の徹底）について要請を検討 

事業者への要請等 【法 24⑨による要請】 

・業種別ガイドラインの遵守 

【法に基づかない協力依頼】 

・飲食店においては、「かがわ安

心飲食店認証制度」の認証取得 

・在宅勤務（テレワーク）、時差出

勤、自転車通勤等、人との接触

を低減する取組みを推進 

【法 24⑨による要請】 
・（1）の対策の強力な推進 
 

【法 24⑨による要請】 

・(3)の対策と同様 

 

 

【法 24⑨又は法 31の６①による要請】 
・（3）の対策に加え、 
・「まん延防止等重点措置区域」と
なった場合には、「まん延防止等
重点措置」として、飲食店に対す
る時短要請を検討 

【法 24⑨、法 31の６②又は法 45①による要請】 
・（5）の対策のほか、 
・「緊急事態宣言対象区域」となった
場合には、「緊急事態措置」として、
飲食店に対する時短要請等を検討 

 

イベント等の開催 
（※３） 

【法 24⑨による要請】 

・国の基本的対処方針やイベン

ト開催に係る留意事項等を踏

まえ、規模要件に沿って開催 

【法に基づかない協力依頼】 

・業種別ガイドライン等に基づ

く必要な感染防止策を講じる 

【法 24⑨による要請】 
・(2)の対策と同様 

【法 24⑨による要請】 

・(2)の対策と同様 
【法 24⑨又は法 31の６①による要請】 

・(2)の対策に加え、 
・「まん延防止等重点措置区域」とな
った場合には、「まん延防止等重
点措置」として、国の方針を踏ま
えた規模要件等を設定し、その要
件に沿った開催の要請を検討 

【法 24⑨、法 31の６②又は法 45①による要請】 

・(5)の対策のほか、 
・「緊急事態宣言対象区域」となった
場合には、「緊急事態措置」として、
国の方針を踏まえた規模要件等を
設定し、その要件に沿った開催の要
請を検討 

県有施設等における対応 ・適切な感染防止策を講じた上

で開館 

・(2)の対策と同様 ・(2)の対策と同様 
 

・(2)の対策に加え、 
・「まん延防止等重点措置区域」と
なった場合には、「まん延防止等
重点措置」として、時短を検討 

・(5)の対策のほか、 
・「緊急事態宣言対象区域」となった
場合には、「緊急事態措置」として、
時短等を検討 

○各対策期における措置の実施の要否に当たっては、医療提供体制、監視体制（検査・相談等の件数）、クラスター発生状況、他都道府県の発生状況などを総合的に判断。また、対策期ごとに上記以外の対策を講じることも想定 
※１ 対策期に応じて、特措法による要請の適用 
※２ 時短等を要請する場合は、県内の感染状況や基本的対処方針等を考慮して判断 
※３ イベント等の開催については、国の基本的対処方針等を踏まえ、屋内外の別を考慮して、参加人数のほか、施設の収容定員に対する参加人数の比率等を総合的に判断 
○他の都道府県において国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発出された場合は、基本的対処方針や対象区域における対策等を踏まえ、本県の対応を検討 

 

（
１
）
の
対
策
の
徹
底 

令和２年 ５月１５日     令和３年 ４月 ３日改正 
令和２年 ８月２１日改正  令和３年 ４月１９日改正 
令和２年１２月 ８日改正  令和３年 ５月 ８日改正 
令和３年 １月 ８日改正  令和３年 ７月 ９日改正 
令和３年 ３月３１日改正  令和３年１１月２４日改正 

資料１－４ 
現行 
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